
〔別表（旧）〕

登録することができる。

登録することができない。

１号、２号、３号全てを有する 〇 〇

特命登録取扱い一覧表

　防音工事の申請をしようとする者が特にその業者を希望している場合、その登録
については下表のとおり取扱う。

業者登録をしようとする者が有す
る要件（第３条第１項）

設計監理業務
建築・設備
施工業務

１号、２号のみを有する × ×

１号、３号のみを有する × △

２号、３号のみを有する × △

１号のみを有する × ×

２号のみを有する × ×

３号のみを有する × ×

公益財団法人 新千歳空港周辺環境整備財団

いずれも有していない × ×

〇：

×：

△： 当該業者が１号要件又は２号要件のいずれか一つを有していないこと
について、防音工事の申請をしようとする者の了解が得られ、かつ当
該業者が現にその業を営み、要綱第２条第１項中に定める施工業務に
類する業務の施工実績を有する場合は登録することができる（実績を
示す書面を徴する）。




